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一
．
は
じ
め
に

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
外
国
為
替
制
度
は
、

政
府
が
定
め
る
公
定
為
替
レ
ー
ト
と
、

並
行
為
替
市
場
（
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク

マ
ー
ケ
ッ
ト
）
レ
ー
ト
が
併
存
す
る
、

二
重
為
替
状
態
に
あ
る
。
公
定
レ
ー
ト

は
固
定
相
場
制
が
と
ら
れ
、
過
去
二
〇

年
以
上
に
わ
た
っ
て
一
度
も
切
り
下
げ

ら
れ
て
お
ら
ず
、
五
〜
六
チ
ャ
ッ
ト
／

Ｕ
Ｓ
ド
ル
の
水
準
に
あ
る
⑴

。
か
た
や
、

並
行
市
場
レ
ー
ト
は
減
価
を
続
け
て
き

た
。
一
九
九
七
年
初
時
点
で
一
六
〇

チ
ャ
ッ
ト
／
Ｕ
Ｓ
ド
ル
の
水
準
に
あ
っ

た
並
行
市
場
レ
ー
ト
は
、
二
〇
〇
七
年

初
に
は
一
三
〇
〇
チ
ャ
ッ
ト
近
く
に
ま

で
減
価
し
、
二
〇
一
〇
年
は
一
〇
〇
〇

チ
ャ
ッ
ト
前
後
の
水
準
に
あ
る
。
公
定

レ
ー
ト
と
並
行
市
場
レ
ー
ト
の
乖
離
は

実
に
一
八
〇
倍
近
く
に
達
し
、
世
界
中

を
見
渡
し
て
も
類
を
見
な
い
。

　

二
重
為
替
制
度
の
一
般
的
な
問
題
点

を
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
た
と
え
話
で
示
そ

う
。
政
府
が
外
貨
を
、
輸
入
企
業
Ａ
に

は
一
ド
ル
当
た
り
二
〇
〇
円
で
売
り
、

輸
入
企
業
Ｂ
に
は
一
円
で
売
る
と
し
よ

う
。
こ
の
場
合
、
企
業
Ａ
は
、
本
来
の

仕
事
を
放
り
出
し
て
、
自
分
に
も
外
貨

を
一
円
で
売
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
政
府

に
働
き
か
け
る
こ
と
に
専
念
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
外
貨
の
調
達
に
関

し
て
、
政
府
は
輸
出
企
業
に
一
ド
ル
あ

た
り
一
円
で
の
供
出
を
課
す
と
し
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
輸
出
企
業
は
、
本
来

（
企
業
Ａ
に
対
し
て
）
二
〇
〇
円
で
売

れ
る
外
貨
を
、
一
円
で
政
府
に
売
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
輸
出
企

業
は
儲
け
の
少
な
い
輸
出
を
や
め
て
、

転
業
す
る
か
も
し
れ
な
い
。あ
る
い
は
、

政
府
の
目
を
か
い
く
ぐ
っ
て
、
こ
っ
そ

り
と
企
業
Ａ
に
外
貨
を
一
ド
ル
あ
た
り

二
〇
〇
円
で
売
る
か
も
知
れ
な
い
。
以

上
か
ら
二
重
為
替
制
度
の
問
題
と
し

て
、
第
一
に
、
貿
易
に
か
か
わ
る
企
業

の
採
算
判
断
が
歪
め
ら
れ
、
輸
出
が
停

滞
し
て
輸
入
が
膨
ら
む
可
能
性
が
あ

る
。
第
二
に
、
外
貨
の
配
分
・
供
出
を

め
ぐ
っ
て
非
生
産
的
な
経
済
活
動
が
、

公
定
レ
ー
ト
と
並
行
レ
ー
ト
の
価
格
差

に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

二
重
為
替
制
度
は
、
価
格
の
歪
み
に
よ

り
、
企
業
の
行
動
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
経
済
政
策
の
議
論
で

は
、
二
重
為
替
制
度
が
槍
玉
に
挙
げ
ら

れ
る
が
、
実
際
に
二
重
為
替
レ
ー
ト
が

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
経
済
に
悪
影
響

を
与
え
て
い
る
の
か
は
、
あ
ま
り
議
論

さ
れ
て
い
な
い
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
公
定

レ
ー
ト
と
並
行
市
場
レ
ー
ト
の
乖
離
は

世
界
最
悪
の
水
準
に
あ
る
の
で
、
二
重

為
替
制
度
に
ま
つ
わ
る
上
記
の
問
題
も

極
め
て
深
刻
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問

い
に
答
え
る
に
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
外

国
為
替
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
、
着
目

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
運
用
面

で
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の

が
、
つ
ぎ
の
二
つ
で
あ
る
。
ひ
と
つ
目

は
、
公
定
レ
ー
ト
の
適
用
範
囲
が
原
則

的
に
公
的
部
門
に
限
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
二
つ
目
は
、
公
的
部
門
内
で
の

中
央
集
権
的
で
硬
直
的
な
予
算
配
分
制

度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
を
併
せ
て

考
慮
す
る
と
、
公
定
レ
ー
ト
と
並
行
為

替
市
場
レ
ー
ト
の
乖
離
が
、
民
間
企
業

の
行
動
に
影
響
し
な
い
だ
け
で
な
く
、

公
的
部
門
で
も
歪
ん
だ
価
格
シ
グ
ナ
ル

に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
と
い
う
見

方
に
至
る
。

　

以
下
で
は
、
第
二
節
で
一
九
八
八
年

か
ら
一
九
九
七
年
ま
で
の
、
外
国
為
替

市
場
の
構
造
を
規
定
す
る
制
度
の
変
遷

に
つ
い
て
整
理
す
る
。
つ
ぎ
に
、
第
三

節
で
現
在
の
為
替
市
場
の
構
造
に
つ
い

て
、
民
間
部
門
と
公
的
部
門
に
分
け
て

考
察
す
る
。
そ
し
て
、
第
四
節
で
二
重

為
替
制
度
の
経
済
へ
の
影
響
を
検
討
し

た
後
、
第
五
節
で
為
替
レ
ー
ト
統
一
へ

の
課
題
を
ま
と
め
る
。

二
． 

外
国
為
替
制
度
の
変
遷

（
一
九
八
八
年
か
ら
九
七
年
ま
で
）

　

一
九
八
七
年
以
前
の
計
画
経
済
体
制

下
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
貿
易
は
政
府

が
独
占
的
に
管
理
し
て
い
た
が
、
一
九

二
重
レ
ー
ト
は
な
ぜ
続
く
の
か
？

　
　

―
ミ
ャ
ン
マ
ー
為
替
制
度
の
実
態

久
保
公
二

分析リポート
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二重レートはなぜ続くのか？―ミャンマー為替制度の実態

八
八
年
に
民
間
部
門
の
輸
出
入
を
条
件

付
き
で
認
め
た
こ
と
か
ら
、
民
間
部
門

に
適
用
す
る
為
替
レ
ー
ト
が
問
題
と

な
っ
た
。
民
間
貿
易
が
許
可
さ
れ
る
以

前
か
ら
の
密
貿
易
な
ど
で
用
い
ら
れ
る

外
貨
は
、
並
行
（
ヤ
ミ
）
市
場
で
三
〇

〜
四
〇
チ
ャ
ッ
ト
／
Ｕ
Ｓ
ド
ル
で
取
引

さ
れ
て
い
た
の
で
、
公
定
レ
ー
ト
と
の

間
に
は
こ
の
時
点
で
既
に
六
倍
程
度
の

差
が
あ
っ
た
。
政
府
は
民
間
の
輸
出
業

者
に
対
し
て
、
輸
出
収
入
の
四
〇
％
を

公
定
レ
ー
ト
で
供
出
す
る
こ
と
を
義
務

付
け
た
。
こ
れ
は
、
実
質
的
に
四
〇
％

弱
の
税
率
で
の
課
税
を
意
味
し
た
。
し

か
し
、
外
貨
供
出
は
一
九
九
〇
年
に
は

廃
止
さ
れ
、
そ
れ
以
降
も
、
短
期
間
の

例
外
的
な
措
置
を
除
く
と
、
民
間
部
門

の
外
貨
供
出
は
な
い
⑵

。
他
方
、
民
間

部
門
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、
政
府
か
ら

の
公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
の
割
当
も
な

い
。

　

公
定
レ
ー
ト
と
並
行
市
場
レ
ー
ト
の

乖
離
が
続
く
な
か
、
一
九
九
三
年
二
月

に
外
貨
兌
換
券
（Foreign Exchange 

Certificate

：
Ｆ
Ｅ
Ｃ
）
が
導
入
さ
れ

た
。
Ｆ
Ｅ
Ｃ
は
Ｕ
Ｓ
ド
ル
と
等
価
、
す

な
わ
ち
一
Ｆ
Ｅ
Ｃ
＝
一
Ｕ
Ｓ
ド
ル
と
さ

れ
た
。
外
貨
の
国
内
流
通
を
禁
止
す
る

外
国
為
替
法
の
下
で
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ
は
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
投
資
す
る
外
国
企
業
の
外
貨

の
換
金
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
一
九
九
五
年
に
は
、
Ｆ
Ｅ

Ｃ
と
チ
ャ
ッ
ト
を
両
替
す
る
公
認
両
替

所
が
設
置
さ
れ
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ
が
市
場
レ
ー

ト
で
取
引
さ
れ
た
。
民
間
の
輸
出
業
者

は
国
営
銀
行
の
外
貨
預
金
の
か
た
ち
で

し
か
外
貨
を
保
有
で
き
な
い
が
、
こ
れ

を
Ｆ
Ｅ
Ｃ
で
引
き
出
し
て
市
場
レ
ー
ト

で
チ
ャ
ッ
ト
に
換
金
で
き
、
輸
入
業
者

も
チ
ャ
ッ
ト
で
Ｆ
Ｅ
Ｃ
を
調
達
し
て
輸

入
代
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
チ
ャ
ッ
ト
の
Ｆ
Ｅ
Ｃ
を

介
し
て
の
外
貨
と
の
兌
換
性
が
確
保
さ

れ
た
。

　

し
か
し
、
政
府
に
よ
る
チ
ャ
ッ
ト
の

兌
換
性
の
保
証
は
、
長
く
は
続
か
な

か
っ
た
。
一
九
九
七
年
七
月
に
は
、
タ

イ
の
バ
ー
ツ
切
り
下
げ
に
端
を
発
し
た

ア
ジ
ア
通
貨
危
機
の
混
乱
を
機
に
、
Ｆ

Ｅ
Ｃ
を
介
し
た
チ
ャ
ッ
ト
を
原
資
と
す

る
外
国
送
金
お
よ
び
輸
入
決
済
を
、
一

社
当
た
り
月
五
万
ド
ル
を
上
限
と
す
る

外
貨
送
金
規
制
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の

上
限
は
順
次
下
げ
ら
れ
て
い
き
、
そ
の

後
Ｆ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
外
貨
送
金
は
事
実
上

不
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
、
輸
出
入
は

従
来
か
ら
許
可
制
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

を
機
に
政
府
は
輸
入
許
可
に
際
し
て
、

輸
出
で
獲
得
し
て
輸
出
税
納
付
済
み
の

外
貨
の
提
示
を
条
件
づ
け
る
規
制

（
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
はExport-First 

Policy

と
呼
ば
れ
る
）
を
導
入
し
た
。

三
． 

外
国
為
替
市
場
の
構
造

　

チ
ャ
ッ
ト
を
過
大
評
価
し
て
い
る
公

定
レ
ー
ト
の
適
用
範
囲
は
、
原
則
的
に

公
的
部
門
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
外
国
為
替
規
制
の
運
用
に
関
連
し

て
、二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
第
一
に
、

民
間
部
門
の
並
行
為
替
市
場
（
ブ
ラ
ッ

ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
レ
ー
ト
は
ど
の
よ
う

に
価
格
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。第
二
に
、公
的
部
門
内
で
公
定
レ
ー

ト
で
の
外
貨
は
ど
の
よ
う
に
配
分
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問

点
に
沿
っ
て
、
民
間
部
門
と
公
的
部
門

の
為
替
市
場
の
実
態
を
整
理
し
て
み
よ

う
。

1
． 

並
行
為
替

市
場

　

こ
こ
で
は
、

並
行
市
場
レ
ー

ト
が
ど
の
よ
う

に
価
格
形
成
さ

れ
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
、
経

常
勘
定
取
引

（
輸
出
入
）
に

沿
っ
て
説
明
す

る
。
規
制
の
運

用
は
し
ば
し
ば

変
更
さ
れ
て
い

る
が
、
並
行
為

替
市
場
の
構
造
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
外

貨
送
金
が
不
可
能
に
な
っ
た
一
九
九
七

年
か
ら
現
在
ま
で
基
本
的
に
は
変
わ
っ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。以
下
で
は
、

現
在
の
並
行
為
替
市
場
の
構
造
に
つ
い

て
説
明
す
る
。

⑴ 

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
外
貨
と
輸
出
申
告

外
貨

　

図
1
は
、
輸
出
企
業
の
外
貨
か
ら

チ
ャ
ッ
ト
へ
の
換
金
と
、
輸
入
企
業
の

チ
ャ
ッ
ト
を
原
資
に
し
た
外
貨
調
達
の

流
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の

Export-First Policy

の
規
制
の
も
と

1000チャット紙幣。

外貨兌換券（FEC）。
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で
、
外
貨
の
流
れ
は
大
き
く
二
つ
に
分

け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
輸
出
申
告
を
行

わ
な
い
外
貨
収
入
で
あ
る
（
図
1
の

①
）。
第
二
は
、
正
規
に
輸
出
申
告
さ

れ
た
外
貨
で
あ
る
（
図
1
の
④
）。
後

者
に
は
、輸
出
税
一
〇
％
が
課
さ
れ
る
。

　

外
国
資
産
や
外
貨
現
金
の
保
有
は
外

国
為
替
規
制
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

正
規
の
輸
出
申
告
外
貨
に
つ
い
て
は
、

国
営
銀
行
の
外
貨
預
金
で
保
有
す
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
国

有
銀
行
に
預
金
し
た
時
点
で
、
輸
出
税

が
徴
収
さ
れ
る
（
図
1
の
⑤
）。

Export-First Policy

の
規
制
の
も
と

で
は
、
正
規
に
申
告
さ
れ
た
輸
出
獲
得

外
貨
で
か
つ
輸
出
税
が
差
し
引
か
れ
た

口
座
残
高
を
用
意
す
る
こ
と
が
、
輸
入

許
可
を
受
け
る
条
件
に
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
、
輸
出
企
業
が
外
貨
を

チ
ャ
ッ
ト
に
換
金
す
る
方
法
に
つ
い

て
、
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
輸
出
申
告

さ
れ
て
い
な
い
外
貨
（
図
1
の
①
）
は
、

外
国
為
替
規
制
上
も
違
法
で
あ
る
が
、

政
府
は
こ
れ
を
黙
認
し
て
い
る
。
輸
入

業
者
は
、
こ
の
外
貨
を
密
輸
入
決
済
用

に
購
入
し
（
図
1
の
②
）、
そ
の
対
価

と
し
て
輸
出
企
業
に
チ
ャ
ッ
ト
を
支
払

う
（
図
1
の
③
）。
特
に
Ｕ
Ｓ
ド
ル
の

現
金
の
取
引
は
活
発
で
、
価
格
情
報
も

流
布
し
て
い
る
。

　

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
流
通
す
る
外
貨

は
、
必
ず
し
も
外
貨
現
金
の
か
た
ち
で

国
内
で
保
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
国
外
に
銀
行

預
金
の
か
た
ち
で
保
有
さ
れ
て
い
る
場

合
も
あ
る
。

　

輸
出
申
告
を
し
て
国
営
銀
行
の
外
貨

預
金
の
か
た
ち
で
保
有
さ
れ
る
合
法
な

外
貨
（
図
１
の
④
）
の
換
金
方
法
は
、

二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
外
貨
預
金
を

Ｆ
Ｅ
Ｃ
で
引
き
出
し
、
並
行
為
替
市
場

で
チ
ャ
ッ
ト
に
換
金
す
る
方
法
で
あ
る

（
図
1
の
⑥
）。
Ｆ
Ｅ
Ｃ
は
後
述
す
る
通

り
、
並
行
為
替
市
場
で
Ｕ
Ｓ
ド
ル
現
金

に
準
じ
る
価
格
で
取
引
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
方
法
で
輸
出
獲
得
外
貨

が
チ
ャ
ッ
ト
に
換
金
さ
れ
る
例
は
、
稀

で
あ
る
。こ
れ
は
、正
規
の
申
告
を
行
っ

た
輸
出
獲
得
外
貨
で
あ
っ
て
も
一
旦
Ｆ

Ｅ
Ｃ
に
両
替
す
る
と
、
輸
入
許
可
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
た
め
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
輸
入
企
業
へ
の
口

座
残
高
の
売
却
で
あ
る
。
輸
出
企
業
は
、

外
貨
預
金
の
口
座
残
高
を
輸
入
企
業
へ

口
座
振
替
し
（
図
1
の
⑦
）、
そ
の
見
返

り
に
チ
ャ
ッ
ト
の
支
払
い
を
受
け
る（
図

1
の
⑨
）。
輸
入
業
者
は
、
こ
う
し
て
調

達
し
た
外
貨
を
、
輸
出
許
可
を
得
る
正

規
の
輸
入
の
決
済
（
図
1
の
⑧
）
に
使

用
す
る
。
輸
出
企
業
と
輸
入
企
業
の
間

を
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
仲
介
す
る
こ
と
も

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
が
固
定
の

取
引
先
を
持
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
。

　

さ
て
、
禁
制
品
以
外
の
商
品
を
輸
出

す
る
企
業
に
と
っ
て
は
、
輸
出
で
獲
得

し
た
外
貨
を
、
輸
出
税
を
払
っ
て
国
営

銀
行
の
外
貨
預
金
で
保
有
す
る
（
図
1

の
④
）
か
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
外
貨

を
保
有
す
べ
く
（
図
1
の
①
）
過
小
の

輸
出
申
告
（
も
し
く
は
不
申
告
）
を
す

る
か
の
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
輸
出

申
告
を
し
た
図
1
の
④
の
タ
イ
プ
の
外

貨
の
場
合
、
一
〇
％
の
輸
出
税
が
徴
収

さ
れ
る
が
、
輸
入
許
可
の
承
認
が
受
け

ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
①
の
タ
イ
プ
の

外
貨
に
対
し
て
プ
レ
ミ
ア
ム
を
上
乗
せ

し
た
価
格
で
輸
入
企
業
が
買
い
取
る
こ

と
が
多
い
。

　

た
だ
し
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
外
貨

（
④
）
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
外

貨
（
①
）
に
対
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム

は
、
大
き
く
変
動
し
、
プ
ラ
ス
二

〇
％
か
ら
マ
イ
ナ
ス
一
〇
％
く
ら

い
の
範
囲
で
推
移
し
て
き
た
。
こ

れ
は
、
正
規
の
輸
出
申
告
さ
れ
た

外
貨
の
供
給
と
、
正
規
の
輸
入
手

続
き
を
経
る
輸
入
品
へ
の
需
要
と

の
バ
ラ
ン
ス
が
影
響
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
フ
ォ
ー
マ
ル
な
外

貨
は
、
国
営
銀
行
で
の
預
金
で
し

か
保
有
で
き
ず
、
基
本
的
に
は
正

規
の
輸
入
に
し
か
使
用
で
き
な
い

と
い
う
意
味
で
、
使
い
勝
手
の
悪

い
資
産
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
、
供
給
が
だ
ぶ
つ
く
ケ
ー
ス
で
は
、

プ
レ
ミ
ア
ム
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
と

解
釈
で
き
る
。

　

以
上
を
み
る
か
ぎ
り
、
外
貨
の
価
格

（
為
替
レ
ー
ト
）
は
、
民
間
の
取
引
主

体
に
よ
っ
て
私
的
に
決
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
取
引
に
中
央

銀
行
や
国
営
銀
行
、
あ
る
い
は
国
営
企

業
と
い
っ
た
公
的
部
門
が
参
入
し
て
い

な
い
。
ま
た
、
民
間
部
門
の
経
済
主
体

が
、
中
央
銀
行
か
ら
チ
ャ
ッ
ト
と
引
き

換
え
に
外
貨
準
備
を
引
き
出
す
こ
と
も

で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
並
行
為
替
市
場

と
公
的
部
門
が
事
実
上
分
断
さ
れ
て
い

③チャット

シンガポールなどの国外預金、
ミャンマー国内のドル現金①輸出未申

　告外貨

輸出企業
外貨供給

④正規輸出
　申告外貨

⑤輸出税　10％

外貨預金
口座A

⑦口座

　振替
外貨預金
口座B

⑧正規輸入
　用外貨

②密輸入決済
　用外貨

国営銀行

⑨チャット

⑥FEC

輸入企業
外貨需要
収入

図1　並行為替市場における外貨の流れ

（出所）筆者作成。
（注）FECは外貨兌換券（Foreign Exchange Certificate）を指す。
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二重レートはなぜ続くのか？―ミャンマー為替制度の実態

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

⑵
Ｆ
Ｅ
Ｃ
（
外
貨
兌
換
券
）

　

Ｆ
Ｅ
Ｃ
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
で
し

か
通
用
し
な
い
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内

で
は
原
則
と
し
て
Ｕ
Ｓ
ド
ル
と
等
価
に

扱
わ
れ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
外
貨
送
金

は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
が
、
用
途
と

し
て
は
、
配
給
外
の
燃
油
の
購
入
（
た

だ
し
配
給
は
二
〇
一
〇
年
に
廃
止
）や
、

外
国
企
業
の
公
共
料
金
の
支
払
い
が
あ

る
。

　

一
九
九
五
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま

で
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ
と
チ
ャ
ッ
ト
の
両
替
は
、

政
府
公
認
の
両
替
所
で
自
由
に
取
引
さ

れ
、
市
場
で
価
格
（
為
替
レ
ー
ト
）
が

決
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
九

七
年
に
Ｆ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
外
貨
送
金
に
上

限
が
設
け
ら
れ
た
上
に
、
政
府
が
公
認

取
引
所
で
の
取
引
価
格
を
直
接
指
定
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
指
定
さ
れ
た
Ｆ
Ｅ

Ｃ
の
取
引
価
格
は
、
並
行
為
替
市
場
で

の
為
替
レ
ー
ト
と
比
べ
て
チ
ャ
ッ
ト
を

過
大
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

公
認
取
引
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
Ｆ
Ｅ
Ｃ

は
激
減
し
、
公
認
取
引
所
で
の
取
引
は

途
絶
え
て
ゆ
く
。

　

公
認
取
引
所
で
の
取
引
が
事
実
上
途

絶
え
た
後
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ
は
並
行
為
替
市
場

で
ド
ル
現
金
に
準
じ
る
価
格
で
取
引
さ

れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｃ
は
無
秩
序
に
発
行

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
、
並
行
為

替
市
場
で
の
価
格
は
中
期
的
に
は
ド
ル

現
金
に
近
い
水
準
に
あ
る
。
た
だ
し
、

並
行
為
替
市
場
で
の
Ｆ
Ｅ
Ｃ
と
ド
ル
現

金
の
取
引
価
格
に
大
き
な
乖
離
が
生
じ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
Ｆ
Ｅ
Ｃ
と
ド
ル
現

金
の
価
格
差
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
に

は
三
四
％
、
二
〇
〇
八
年
七
月
に
は
一

八
％
に
達
し
た
。
こ
れ
は
Ｆ
Ｅ
Ｃ
の
使

途
に
関
す
る
規
制
の
変
化
や
、
Ｆ
Ｅ
Ｃ

の
供
給
量
の
変
化
が
影
響
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｃ
は
そ
も
そ
も
用

途
が
限
ら
れ
て
い
る
通
貨
の
た
め
、
外

国
企
業
の
Ｆ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
外
貨
引
出
な

ど
で
流
通
量
が
急
増
す
る
と
、
ド
ル
現

金
の
為
替
レ
ー
ト
と
比
べ
て
Ｆ
Ｅ
Ｃ
の

チ
ャ
ッ
ト
価
格
が
下
落
す
る
。

2
． 

公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
の
供
出
と

配
分

　

つ
ぎ
に
公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
の
配

分
方
法
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
こ
こ
で

の
関
心
は
、
第
一
に
、
公
定
レ
ー
ト
が

政
府
お
よ
び
国
営
企
業
の
貿
易
に
か
か

わ
る
採
算
の
判
断
を
歪
め
て
い
る
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、

第
二
に
、
公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
の
配

分
を
め
ぐ
っ
て
公
的
部
門
内
で
競
争
が

起
き
て
経
営
資
源
が
浪
費
さ
れ
て
い
た

り
、
公
的
部
門
か
ら
の
外
貨
の
横
流
し

な
ど
の
不
正
が
生
じ
た
り
し
て
い
な
い

か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

公
的
部
門
の
外
貨
の
流
れ
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
は
、
最
初
に
中
央
集
権
的

な
予
算
配
分
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
言
及

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
各
部
局

と
国
営
企
業
に
は
、
予
算
配
分
シ
ス
テ

ム
を
通
し
て
チ
ャ
ッ
ト
予
算
と
な
ら
ん

で
、
外
貨
予
算
が
配
分
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
国
営
企
業
は
、
人
件
費
な
ど

の
経
常
支
出
と
投
資
な
ど
の
資
本
支
出

の
両
方
に
つ
い
て
、
政
府
か
ら
の
予
算

配
分
を
受
け
て
お
り
、
銀
行
か
ら
の
借

入
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国

営
企
業
の
収
支
は
国
家
基
金
勘
定

（State Fund Account

：
Ｓ
Ｆ
Ａ
）

と
呼
ば
れ
る
勘
定
で
政
府
と
連
結
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
営
企
業

は
、
赤
字
で
あ
っ
て
も
黒
字
で
あ
っ

て
も
、
損
失
あ
る
い
は
余
剰
金
が
個
々

の
国
営
企
業
内
で
次
年
度
以
降
に
繰

り
越
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
予
算
配
分
の
仕
組
み
の
も
と
で
、

国
営
企
業
は
実
質
的
に
独
立
し
た
企

業
の
体
裁
を
持
た
ず
、
経
営
判
断
も

行
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

　

具
体
的
な
外
貨
の
流
れ
は
、
図
2

の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、

輸
出
を
行
う
国
営
企
業
（
図
2
の
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
）
は
、
外
貨
収
入
を
す
べ
て

公
定
レ
ー
ト
で
、
Ｓ
Ｆ
Ａ
に
供
出
す

る
。
こ
う
し
た
国
営
企
業
に
は
、
天

然
ガ
ス
を
輸
出
す
るM

yanm
a O
il &
 

Gas Enterprise

（
Ｍ
Ｏ
Ｇ
Ｅ
）
に
加

え
て
、
木
材
や
宝
石
の
輸
出
を
独
占
的

に
扱
う
企
業
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の

国
営
企
業
は
、
輸
入
品
の
消
耗
品
な
ど

の
外
貨
支
出
が
必
要
で
あ
っ
て
も
、
自

ら
の
外
貨
収
入
を
留
保
し
て
そ
れ
に
充

て
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
外

貨
支
出
に
際
し
て
は
、
別
途
予
算
の
配

分
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
方
、
輸
入
品
を
用
い
る
中
央
省
庁

の
各
部
局
（
図
2
の
Ｌ
、
Ｍ
、
Ｎ
）
や

国
営
企
業
（
同
Ｘ
、
Ｙ
、
Ｚ
）
は
、
外

貨
予
算
の
配
分
を
受
け
て
い
る
。
主

だ
っ
た
外
貨
予
算
の
配
分
先
は
、
国
内

図2　公定レートでの外貨の流れ

（出所）筆者作成。

A B C X Y Z L M N

国家基金勘定
（State Fund Account）

国営企業（輸出） 国営企業（輸入） 省庁部局 軍政関連組織
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で
燃
油
を
販
売
す
る
国
営
企
業
や
国
軍

の
装
備
品
な
ど
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
。
そ
の
ほ
か
に
、
工
業
省
傘
下
で
工

業
品
を
生
産
す
る
国
営
企
業
に
も
外
貨

の
配
分
が
あ
る
が
、
そ
の
規
模
は
、
相

対
的
に
小
さ
い
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た

国
営
企
業
が
、
外
貨
予
算
が
不
足
し
た

と
き
に
チ
ャ
ッ
ト
予
算
を
転
用
し
て
輸

入
品
を
調
達
す
る
こ
と
は
原
則
的
に
認

め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
の
配
分
を
め

ぐ
っ
て
国
営
企
業
間
で
競
争
が
起
き
て

い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
そ
も
そ
も
国
営
企
業
は
採
算
性
を

課
さ
れ
た
独
立
し
た
企
業
体
に
は
な
っ

て
い
な
い
の
で
、
国
営
企
業
と
し
て
外

貨
配
分
の
拡
大
を
図
っ
て
い
る
と
は
考

え
に
く
い
。
た
だ
し
、
政
府
や
国
営
企

業
の
職
員
が
外
貨
を
横
流
し
し
て
不
正

な
利
益
を
得
る
べ
く
、
公
定
レ
ー
ト
で

の
外
貨
配
分
の
獲
得
に
努
力
を
費
や
し

て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
チ
ャ
ッ
ト
を
過
大
評
価
し

た
公
定
レ
ー
ト
が
、
貿
易
に
つ
い
て
の

政
府
・
国
営
企
業
の
採
算
の
判
断
を
歪

め
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。
ま
ず
、
国
営
企
業
に
つ
い
て
は
、

そ
も
そ
も
経
営
判
断
の
主
体
に
な
っ
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
予
算
配
分
を

取
り
仕
切
る
政
府
が
、
公
定
レ
ー
ト
を

貿
易
に
ま
つ
わ
る
採
算
性
の
判
断
の
拠

り
所
に
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
に

な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
二

つ
に
留
意
し
た
い
。
第
一
に
、
外
貨
取

引
が
チ
ャ
ッ
ト
を
過
大
評
価
し
た
公
定

レ
ー
ト
で
記
録
さ
れ
る
た
め
、
天
然
ガ

ス
を
輸
出
す
る
Ｍ
Ｏ
Ｇ
Ｅ
の
よ
う
に
収

入
が
外
貨
、
支
出
が
チ
ャ
ッ
ト
の
国
営

企
業
で
は
名
目
上
大
幅
な
赤
字
が
計
上

さ
れ
、
燃
油
の
輸
入
販
売
を
行
う
国
営

企
業
の
よ
う
に
収
入
が
チ
ャ
ッ
ト
、
支

出
が
外
貨
の
企
業
で
は
名
目
上
大
幅
な

黒
字
が
計
上
さ
れ
る
。
し
か
し
、
赤
字

国
営
企
業
の
操
業
が
段
階
的
に
縮
小
さ

れ
る
と
い
う
よ
う
な
兆
候
は
見
ら
れ
な

い
。
第
二
に
、
そ
も
そ
も
政
府
の
財
政

規
律
は
極
め
て
弱
い
。
国
営
企
業
の
赤

字
を
含
む
財
政
赤
字
は
、
そ
の
大
部
分

が
紙
幣
の
増
刷
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
さ

れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
公
定
レ
ー
ト

が
、
貿
易
に
つ
い
て
の
政
府
の
採
算
の

判
断
を
歪
め
て
い
る
と
は
考
え
に
く

い
。
少
な
く
と
も
公
的
部
門
内
で
は
、

公
定
レ
ー
ト
は
外
貨
を
チ
ャ
ッ
ト
に
換

算
す
る
会
計
上
の
形
式
的
な
意
味
し
か

持
た
な
い
と
見
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
配

分
が
公
的
部
門
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い

と
い
う
の
は
原
則
で
あ
り
、
実
際
に
は

軍
政
関
連
組
織
へ
の
配
分
が
噂
さ
れ
て

い
る
⑶

。
こ
う
し
た
軍
関
係
の
組
織
に

よ
る
事
業
に
は
、
貿
易
商
社
に
加
え
て

輸
入
車
両
を
利
用
し
た
運
輸
サ
ー
ビ
ス

が
あ
る
。
例
え
ば
公
定
レ
ー
ト
で
外
貨

配
分
を
受
け
て
格
安
の
チ
ャ
ッ
ト
建
て

費
用
で
輸
入
し
た
車
両
で
事
業
が
で
き

れ
ば
、
競
合
す
る
民
間
企
業
に
対
し
て

著
し
い
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
な
る
。
こ

れ
ら
の
組
織
は
利
潤
目
的
で
事
業
を

行
っ
て
い
る
が
、
軍
政
上
層
部
と
軍
政

関
連
組
織
が
実
質
的
に
一
体
で
あ
る
こ

と
は
、
公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
と
い
う

利
権
の
配
り
手
と
受
け
手
が
同
じ
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
配
分

を
巡
っ
て
争
奪
戦

が
生
じ
て
い
る
と

は
考
え
に
く
い
。

3
． 

外
国
為
替
市

場
の
規
模

　

こ
こ
で
は
、
並

行
為
替
市
場
と
公

定
レ
ー
ト
が
適
用

さ
れ
る
公
的
部
門

の
、
相
対
的
な
規

模
を
確
認
し
よ

う
。
表
1
に
は
、

官
民
別
の
貿
易
額

の
推
移
を
ま
と
め

て
い
る
。
官
民
を

合
算
し
た
貿
易
額

（
輸
出
＋
輸
入
）

を
並
行
市
場
レ
ー

ト
で
チ
ャ
ッ
ト
に
換
算
し
て
、
貿
易
額

の
対
国
民
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
比
率

を
算
出
す
る
と
、
二
〇
〇
七
年
度
の
値

は
五
三
％
と
な
る
。

　

輸
入
額
で
み
る
と
、
民
間
部
門
と
公

的
部
門
の
比
率
は
、
こ
こ
数
年
は
六
：

四
か
ら
七
：
三
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
民
間
部
門
に
は
相
当
の
密
貿

易
が
あ
り
、
表
1
の
民
間
部
門
の
輸
入

額
は
過
小
推
計
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
国
際
通
貨
基
金
のD

irection 
of Trade Statistics

に
基
づ
く
と
、
二

（単位：100万ドル）
民間部門 政府部門 民間＋政府

年度 輸入 輸出 輸入 輸出
（うち天然ガス）

輸入 輸出

1995 1,236 477 596 418 0 1,832 895
1996 1,559 605 434 323 0 1,993 928
1997 1,645 770 663 266 0 2,309 1,036
1998 1,820 745 882 337 1 2,702 1,082
1999 1,833 1,109 773 325 5 2,605 1,433
2000 1,857 1,380 463 581 171 2,321 1,961
2001 1,777 1,333 958 1,216 632 2,734 2,549
2002 1,786 1,653 511 1,422 912 2,297 3,075
2003 1,532 1,308 703 1,048 580 2,235 2,356
2004 1,354 1,262 626 1,653 1,015 1,979 2,915
2005 1,368 1,603 614 1,951 1,073 1,982 3,554
2006 1,804 2,068 1,125 3,155 2,031 2,928 5,223
2007 2,443 2,369 903 4,044 2,532 3,347 6,413
2008 2,592 2,480 1,971 4,313 2,384 4,563 6,793
2009 2,907 3,126 1,279 4,443 2,906 4,186 7,569

表1　官民別貿易額の推移：1995年度―2009年度

（出所）ミャンマー中央統計局Selected Monthly Economic Indicators各号。
（注）統計はチャット建てで表記されているが、これを公定レートでUSドルに換算している。
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二重レートはなぜ続くのか？―ミャンマー為替制度の実態

〇
〇
五
年
度
か
ら
二
〇
〇
八
年
度
の
輸

入
総
額
の
平
均
値
は
五
一
億
二
一
〇
〇

万
ド
ル
と
な
り
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
統
計

値
の
三
二
億
五
〇
〇
万
ド
ル
を
四
割
近

く
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
乖
離
が
民
間

部
門
の
密
輸
入
額
に
相
当
す
る
と
仮
定

す
る
と
、
輸
入
額
で
み
た
民
間
部
門
と

公
的
部
門
の
比
率
は
、
八
：
二
程
度
に

な
る
。
ま
た
、
民
間
部
門
の
正
規
輸
入

額
と
密
輸
入
額
の
比
率
は
、
ほ
ぼ
一
：

一
と
な
る
。

　

以
上
か
ら
、
フ
ロ
ー
の
デ
ー
タ
を
見

る
限
り
、
公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
の
供

出
・
配
分
と
比
べ
て
、
並
行
市
場
に
お

け
る
市
場
価
格
で
の
外
貨
取
引
が
圧
倒

的
に
大
き
い
。
ま
た
、
並
行
市
場
で
の

取
引
の
う
ち
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
保

有
さ
れ
て
い
る
外
貨
の
取
引
が
、

フ
ォ
ー
マ
ル
に
保
有
さ
れ
て
い
る
外
貨

の
取
引
に
、
匹
敵
す
る
規
模
に
あ
る
。

四
． 

二
重
為
替
制
度
の
民
間
部
門

へ
の
影
響

1
． 

民
間
部
門
と
公
的
部
門
と
の
つ
な

が
り

　

こ
こ
で
は
、
民
間
部
門
を
主
体
と
す

る
並
行
為
替
市
場
と
、
公
定
レ
ー
ト
で

外
貨
の
供
出
・
配
分
を
行
う
公
的
部
門

の
間
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。

　

二
つ
の
部
門
の
つ
な
が
り
は
、
図
3

の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
民
間

部
門
か
ら
公
的
部
門
へ
の
外
貨
の
流

れ
に
は
、
申
告
を
行
っ
た
輸
出
獲
得

外
貨
に
課
せ
ら
れ
る
輸
出
税
（
図
3

の
①
）
が
含
ま
れ
、
こ
れ
は
政
府
の

歳
入
に
な
る
。
ま
た
、
民
間
部
門
の

国
営
銀
行
へ
の
外
貨
預
金
は
、
政
府

が
一
時
的
に
転
用
す
る
こ
と
が
技
術

的
に
は
可
能
で
あ
る
（
図
3
の
②
）。

政
府
は
、
輸
入
許
可
の
発
行
を
絞
る

こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
外
貨
預
金
を

一
時
的
に
転
用
で
き
る
。
た
だ
し
、

実
際
に
国
営
銀
行
か
ら
政
府
予
算
へ

の
貸
出
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
確
認

で
き
て
い
な
い
。

　

直
接
的
な
外
貨
の
流
れ
は
伴
わ
な

い
が
、
公
的
部
門
の
民
間
部
門
へ
の
影

響
に
は
、つ
ぎ
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ひ
と
つ
は
、
公
的
部
門
の
チ
ャ
ッ
ト
建

て
予
算
に
よ
る
民
間
業
者
か
ら
の
輸
入

品
調
達
で
あ
る
（
図
3
の
③
）。
こ
う

し
た
公
的
部
門
の
輸
入
需
要
は
、
並
行

為
替
市
場
で
の
外
貨
需
要
を
増
や
す
方

向
に
作
用
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

取
引
は
、
公
的
部
門
全
体
の
輸
入
財
の

調
達
に
占
め
る
割
合
は
高
く
な
い
と
想

定
さ
れ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
公
定
レ
ー
ト
で
外

貨
の
割
当
を
受
け
る
国
営
企
業
や
そ
う

し
た
関
係
が
推
測
さ
れ
る
軍
政
関
連
組

織
（
図
3
の
④
）
に
つ
い
て
、
民
間
部

門
と
の
間
の
競
争
条
件
が
歪
め
ら
れ
て

い
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
、

国
営
企
業
に
つ
い
て
は
、
軽
工
業
を
主

管
し
て
い
る
第
一
工
業
省
傘
下
の
縫
製

工
場
の
よ
う
に
、
民
間
部
門
と
競
合
し

得
る
製
品
を
作
る
企
業
も
あ
る
。
こ
う

し
た
国
営
企
業
が
外
貨
予
算
の
配
分
を

受
け
て
、
格
安
で
輸
入
材
料
を
調
達
す

る
こ
と
で
、
民
間
企
業
と
の
競
争
条
件

が
歪
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
国
営
企
業
の
製
品

の
品
質
は
一
般
的
に
低
く
、
市
中
に
出

回
っ
て
い
る
民
間
製
造
品
や
輸
入
品
と

の
間
で
差
別
化
さ
れ
て
お
り
、
国
営
企

業
と
民
間
企
業
の
競
合
度
は
必
ず
し
も

高
く
な
い
と
み
ら
れ
る
。
他
方
、
軍
政

関
連
組
織
は
、
輸
入
車
を
用
い
た
運
輸

サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
民
間
部
門
と
競
合
す

る
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

純
粋
な
民
間
部
門
に
よ
る
輸
入
を
代
替

し
、
並
行
為
替
市
場
で
の
外
貨
需
要
を

減
ら
す
方
向
に
作
用
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
組
織
は
、
国
営

企
業
と
異
な
り
利
潤
目
的
で
事
業
を

行
っ
て
い
る
の
で
そ
の
事
業
の
拡
大

は
、
民
業
の
圧
迫
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

2
．
二
重
為
替
制
度
の
そ
の
他
の
問
題

　

二
重
為
替
制
度
に
伴
う
問
題
に
は
、

不
確
実
性
の
問
題
も
あ
る
。
そ
の
ひ
と

つ
が
、
輸
入
関
税
の
徴
収
に
適
用
さ
れ

る
外
貨
（
Ｕ
Ｓ
ド
ル
）
の
チ
ャ
ッ
ト
へ

の
換
算
レ
ー
ト
で
あ
る
。
公
定
レ
ー
ト

と
並
行
市
場
レ
ー
ト
は
、
一
八
〇
倍
近

く
乖
離
し
て
い
る
の
で
、
公
定
レ
ー
ト

を
用
い
る
と
、
輸
入
品
へ
の
税
金
が
割

安
に
な
る
。
そ
こ
で
、
政
府
は
、
公
定

レ
ー
ト
と
も
並
行
市
場
レ
ー
ト
と
も
異

な
る
指
定
レ
ー
ト
で
、
輸
入
品
へ
の
税

金
を
算
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
家
電

製
品
の
輸
入
品
へ
の
課
税
は
、
輸
入
関

税
一
五
％
に
加
え
て
、
商
業
税
二
五
％

が
輸
入
品
価
格
と
輸
入
関
税
の
合
計
に

対
し
て
か
け
ら
れ
る
。
か
り
に
並
行
市

場
レ
ー
ト
で
輸
入
品
の
価
格
を
チ
ャ
ッ

ト
に
換
算
し
、
徴
税
さ
れ
る
と
税
率
は

一
五
％
＋
一
・
一
五
×
二
五
％
＝
四
三
・

図3　民間部門と公共部門のつながり

（出所）筆者作成。

④

公的部門

民間部門

①輸出税
　10％

②
銀行貸出

外貨獲得
国営企業

中央銀行
外貨準備

国家基金勘定
（SFA）

外貨支出
国営企業
省庁部局

③チャット予算で
の民間からの輸
入品調達

軍政関連
組織

輸入企業

国営銀行
外貨預金

インフォーマル
外貨

輸出企業
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七
五
％
と
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
税

関
が
輸
入
品
価
格
を
チ
ャ
ッ
ト
に
換
算

す
る
際
に
は
、通
常
、税
関
の
指
定
レ
ー

ト
四
五
〇
チ
ャ
ッ
ト
／
Ｕ
Ｓ
ド
ル
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
実
勢
の

並
行
市
場
レ
ー
ト
が
一
〇
〇
〇
チ
ャ
ッ

ト
の
場
合
、
実
質
の
税
率
は
四
三
・
七

五
％
×
（
四
五
〇
／
一
〇
〇
〇
）
＝
一

九
・
六
九
％
と
な
る
。
こ
れ
は
、
実
効

税
率
が
低
く
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
、
輸
入
企
業
に
と
っ
て
は
プ
ラ

ス
の
効
果
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
指

定
レ
ー
ト
は
二
〇
〇
四
年
六
月
に
そ
れ

ま
で
の
一
〇
〇
チ
ャ
ッ
ト
か
ら
、
四
五

〇
チ
ャ
ッ
ト
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
こ

れ
は
実
効
税
率
が
一
挙
に
三
倍
以
上
高

騰
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
政
府
の
関
税

収
入
は
こ
の
年
に
前
年
度
比
で
五
倍
以

上
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年

に
入
っ
て
か
ら
は
、
自
動
車
部
品
な
ど

の
一
部
の
品
目
に
つ
い
て
、
一
〇
〇
〇

チ
ャ
ッ
ト
／
Ｕ
Ｓ
ド
ル
の
レ
ー
ト
が
適

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
関
税

評
価
の
た
め
の
指
定
レ
ー
ト
が
変
更
さ

れ
る
た
び
に
、
輸
入
品
の
実
効
税
率
は

大
き
く
変
化
す
る
。
こ
う
し
た
税
率
の

予
測
不
可
能
な
動
き
は
、
民
間
企
業
が

事
業
を
展
開
す
る
上
で
、
障
害
に
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
外
貨
建
収
益
の
あ
る
企
業
に

対
す
る
法
人
税
の
徴
収
に
も
、
同
様
の

不
確
実
性
が
生
じ
る
。
企
業
の
収
益
を

測
る
の
に
、
ど
う
い
っ
た
為
替
レ
ー
ト

を
用
い
る
か
で
、
徴
税
額
も
大
き
く
変

化
す
る
。
実
際
に
ど
う
い
っ
た
為
替

レ
ー
ト
を
適
用
す
る
か
に
は
、
税
務
当

局
や
所
管
官
庁
に
裁
量
の
余
地
が
残

り
、
汚
職
の
温
床
に
も
な
り
え
る
。
企

業
に
と
っ
て
は
、
不
確
実
な
事
業
環
境

に
な
る
。

五
． 

為
替
レ
ー
ト
統
一
に
向
け
た
課
題

　

最
後
に
、
政
府
が
二
重
為
替
制
度
を

維
持
し
て
い
る
動
機
と
、
為
替
レ
ー
ト

統
一
に
向
け
た
課
題
を
整
理
し
よ
う
。

1
．
二
重
為
替
制
度
の
動
機

　

二
重
為
替
レ
ー
ト
が
用
い
ら
れ
る
理

由
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
説
明
に
は
、

政
府
が
輸
入
財
価
格
の
安
定
と
外
貨
準

備
の
維
持
と
の
両
立
を
図
る
と
い
う
も

の
が
あ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
も
、
政
府

が
国
営
企
業
に
外
貨
を
割
り
当
て
て
、

ガ
ソ
リ
ン
・
デ
ィ
ー
ゼ
ル
な
ど
の
輸
入

資
材
を
調
達
さ
せ
、
実
勢
価
格
よ
り
も

低
い
公
定
価
格
で
消
費
者
に
提
供
さ
せ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。し
か
し
、ミ
ャ

ン
マ
ー
の
場
合
、
公
定
レ
ー
ト
が
適
用

さ
れ
る
の
は
原
則
的
に
公
的
部
門
に
限

ら
れ
て
お
り
、
輸
入
品
全
般
の
価
格
を

安
定
さ
せ
る
効
果
は
限
定
的
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
公
定
レ
ー
ト
で
の

外
貨
割
当
に
よ
っ
て
、
軍
政
関
連
組
織

に
、
公
定
レ
ー
ト
と
並
行
市
場
レ
ー
ト

の
差
額
分
の
利
権
を
配
分
す
る
仕
組
み

と
し
て
、
過
大
評
価
さ
れ
た
公
定
レ
ー

ト
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
で
あ

る
。
外
貨
割
当
を
受
け
た
者
は
、
外
貨

を
並
行
市
場
に
横
流
し
し
た
り
、
輸
入

し
た
財
を
市
場
価
格
で
転
売
し
た
り
す

る
こ
と
で
超
過
利
潤
を
得
ら
れ
る
。
近

年
の
、
軍
政
関
連
組
織
に
よ
る
事
業
の

拡
大
は
、
こ
の
利
権
分
配
の
説
明
に
、

よ
り
適
合
す
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た

か
た
ち
で
ど
の
程
度
の
外
貨
割
当
が
行

わ
れ
て
い
る
か
を
定
量
的
に
検
証
す
る

こ
と
は
難
し
い
。

2
． 

為
替
レ
ー
ト
統
一
に
向
け
た
課
題

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
現
状
か
ら
考
え
る

と
、
為
替
レ
ー
ト
の
統
一
に
は
少
な
く

と
も
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
含
ま
れ
る
。

第
一
は
、
公
的
部
門
で
適
用
さ
れ
て
い

る
公
定
レ
ー
ト
を
実
勢
の
並
行
市
場

レ
ー
ト
に
近
い
水
準
に
切
り
下
げ
る
ス

テ
ッ
プ
で
あ
る
。
第
二
は
、
民
間
部
門

に
対
し
て
、
現
在
閉
ざ
し
て
い
る
中
央

銀
行
外
貨
準
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め

て
、
外
国
為
替
市
場
を
統
一
す
る
ス

テ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ス

テ
ッ
プ
を
実
施
す
る
に
際
に
予
見
さ
れ

る
問
題
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

　

第
一
に
、
公
的
部
門
で
適
用
さ
れ
て

い
る
公
定
レ
ー
ト
を
実
勢
の
並
行
市
場

レ
ー
ト
に
近
い
水
準
に
切
り
下
げ
た
場

合
、
公
的
部
門
内
の
予
算
配
分
の
透
明

性
は
改
善
す
る
。
外
貨
予
算
の
配
分
を

受
け
て
い
る
国
営
企
業
の
採
算
性
と
、

予
算
配
分
シ
ス
テ
ム
の
問
題
点
が
よ
り

明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
近
年
、
外
貨

準
備
が
積
み
増
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
公
的
部
門
で
は
外
貨
の
収
支
は
黒

字
だ
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
公
定
レ
ー

ト
切
り
下
げ
に
よ
っ
て
、
政
府
の
名
目

上
の
財
政
収
支
も
改
善
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

公
定
レ
ー
ト
の
切
り
下
げ
後
に
支
援

が
必
要
な
国
営
企
業
に
対
し
て
は
、
外

貨
配
分
に
よ
る
暗
示
的
な
支
援
を
、
補

助
金
の
分
配
に
よ
る
明
示
的
な
支
援
に

切
り
替
え
る
こ
と
で
対
応
で
き
る
。
た

だ
し
、
か
り
に
軍
政
関
連
組
織
が
公
定

レ
ー
ト
で
外
貨
の
配
分
を
受
け
取
っ
て

い
る
場
合
、
外
貨
の
配
分
を
補
助
金
に

切
り
替
え
る
に
し
て
も
、
そ
の
建
前
が

な
い
。
こ
う
し
た
組
織
に
と
っ
て
、
公

定
レ
ー
ト
の
切
り
下
げ
は
、
利
権
の
喪

失
を
意
味
す
る
た
め
、
そ
の
実
施
に
は

軍
政
の
政
治
的
決
断
が
必
要
と
な
る
。

　

民
間
部
門
に
と
っ
て
は
、
公
定
レ
ー

ト
が
市
場
レ
ー
ト
の
水
準
に
ま
で
切
り

下
げ
ら
れ
る
と
、
輸
入
関
税
な
ど
の
税

金
の
増
税
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
同
時

に
、
こ
の
増
税
に
よ
っ
て
税
率
の
透
明
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二重レートはなぜ続くのか？―ミャンマー為替制度の実態

性
は
高
ま
り
、
そ
の
後
の
事
業
の
長
期

的
な
展
望
が
容
易
に
な
る
と
い
う
副
次

的
な
効
果
も
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
民
間
部
門
に
外
貨
準
備
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
て
外
国
為
替
市
場

を
統
一
で
き
れ
ば
、
民
間
部
門
と
政
府

部
門
の
あ
い
だ
で
外
貨
の
配
分
の
効
率

性
を
改
善
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
近
年

の
外
貨
準
備
の
急
増
は
、
公
的
部
門
が

輸
出
超
過
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
か
り
に
民
間
部
門
が
輸
入
超
過
で

外
貨
の
需
給
が
逼
迫
し
て
い
る
と
す
れ

ば
、
民
間
部
門
に
外
貨
準
備
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
認
め
る
こ
と
で
、
外
貨
の
配
分

が
効
率
化
す
る
。
し
か
し
、
民
間
部
門

に
外
貨
準
備
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る

と
、
輸
入
の
た
め
に
で
は
な
く
資
産
と

し
て
の
外
貨
が
需
要
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
慢
性
的
に
イ
ン

フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
高
い
国
で
あ
る
た

め
、
外
貨
資
産
の
入
手
が
容
易
に
な
る

と
、
価
値
が
不
安
定
な
チ
ャ
ッ
ト
よ
り

安
定
し
て
い
る
外
貨
が
好
ま
れ
、

チ
ャ
ッ
ト
を
手
放
し
て
外
貨
を
保
有
す

る
動
き
が
急
速
に
広
ま
る
可
能
性
が
あ

る
。
こ
の
場
合
チ
ャ
ッ
ト
の
貨
幣
需
要

が
減
少
し
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
悪

化
す
る
要
因
に
も
な
る
。
む
し
ろ
、
民

間
部
門
の
外
貨
準
備
へ
の
ア
ク
セ
ス

は
、
経
常
勘
定
取
引
目
的
に
限
定
す
る

こ
と
が
妥
当
だ
ろ
う
。

六
．
ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
二
重
為

替
制
度
が
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
二
重

為
替
制
度
の
運
用
面
に
着
目
し
て
整
理

を
試
み
た
。
為
替
制
度
の
運
用
面
の
特

徴
に
は
、つ
ぎ
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
公
定
レ
ー
ト
の
適
用
範
囲
が

原
則
的
に
公
的
部
門
に
限
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
民
間
部
門
に
は
並
行

為
替
市
場
（
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
）

が
発
達
し
、
外
貨
が
自
由
な
価
格
付
け

で
取
引
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、公
定
レ
ー
ト
で
の
外
貨
は
、

チ
ャ
ッ
ト
予
算
と
と
も
に
、
中
央
集
権

的
な
予
算
配
分
制
度
に
よ
っ
て
、
政
府

各
部
局
と
国
営
企
業
に
配
分
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
予
算
配
分
制
度
の
下
で
、
国

営
企
業
は
、
受
動
的
に
外
貨
の
配
分
・

供
出
を
課
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
主
体

的
な
経
営
判
断
を
行
っ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
公
定
レ
ー
ト
の
影
響
に
つ

い
て
は
、
予
算
配
分
を
采
配
す
る
政
府

の
、
貿
易
に
ま
つ
わ
る
採
算
性
の
判
断

を
歪
め
て
い
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
に

な
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
政
府
の
財

政
規
律
が
極
め
て
弱
く
、
国
営
企
業
の

赤
字
も
放
置
さ
れ
て
い
る
状
態
が
続
い

て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
公
定

レ
ー
ト
が
、
貿
易
に
つ
い
て
の
採
算
の

判
断
を
歪
め
て
い
る
と
も
考
え
に
く

い
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

二
重
為
替
制
度
が
実
体
経
済
に
全
く
影

響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
ま
ず
、
原
則
的
に
は
公
的
部
門
に

し
か
適
用
さ
れ
な
い
公
定
レ
ー
ト
で
の

外
貨
の
配
分
が
、
軍
政
関
連
組
織
に
も

適
用
さ
れ
て
い
る
と
の
推
測
が
あ
る
。

か
り
に
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
組
織
と
民
間
企
業
の
間
の
競
争
条

件
が
著
し
く
歪
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
公
定
レ
ー
ト
と
並
行
市

場
レ
ー
ト
が
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
状

況
で
は
、
民
間
企
業
へ
の
法
人
税
な
ど

の
徴
税
時
に
、
税
務
当
局
ら
に
ど
の
よ

う
な
為
替
レ
ー
ト
で
課
税
す
る
か
の
裁

量
の
余
地
を
残
し
、
汚
職
や
事
業
環
境

の
不
確
実
性
を
生
み
、
民
間
企
業
に
悪

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

幸
い
、
公
定
レ
ー
ト
の
適
用
範
囲
が

限
定
的
か
つ
形
式
的
で
あ
る
こ
と
は
、

公
定
レ
ー
ト
を
切
り
下
げ
て
も
、
そ
の

影
響
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
政
権
を
握
る
軍
政

が
、
そ
の
関
連
組
織
に
利
権
を
与
え
る

手
段
と
し
て
公
定
レ
ー
ト
を
用
い
て
い

る
と
す
れ
ば
、
公
定
レ
ー
ト
の
切
り
下

げ
に
は
大
き
な
政
治
判
断
が
必
要
で
、

実
現
は
容
易
で
は
な
い
。
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《
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》

⑴
公
定
レ
ー
ト
は
、
国
際
通
貨
基
金
の

特
別
引
出
権
（
Ｓ
Ｄ
Ｒ
）
と
い
う
通

貨
バ
ス
ケ
ッ
ト
に
対
し
て
、
八
・
五

〇
八
四
七
チ
ャ
ッ
ト
／
Ｓ
Ｄ
Ｒ
に
固

定
さ
れ
て
い
る
。

⑵
そ
う
し
た
例
外
に
は
、
二
〇
〇
〇
年

頃
に
、
縫
製
品
や
海
産
物
（
エ
ビ
）

な
ど
の
特
定
品
目
の
輸
出
に
対
し

て
、
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
輸
出
獲

得
外
貨
の
一
部
を
、
並
行
市
場
レ
ー

ト
と
比
べ
て
不
利
な
政
府
指
定
レ
ー

ト
で
供
出
さ
せ
た
措
置
が
含
ま
れ

る
。

⑶
こ
う
し
た
組
織
に
は
、U

nion of 
M
yanm

ar Econom
ic H
oldings 

L
td
. (U

M
E
H
L
)

とM
yan
m
ar 

Econom
ic Corporation (M

EC)

が

含
ま
れ
る
。
前
者
は
、
退
役
軍
人
を

中
心
と
し
た
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ

れ
、
後
者
に
は
現
役
の
軍
人
も
所
属

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
企
業
は
、
税

金
の
免
除
や
、
天
然
資
源
等
の
独
占

的
な
取
り
扱
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

優
遇
措
置
を
受
け
て
い
る
。


